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鉾田市民憲章
● 水と緑ゆたかな自然を誇り、美しい環
境をつくります
● 思いやりを大切にし、助け合いと感謝
のこころを育みます
●健康で働き、活気ある産業を築きます
●教養を深め、高い文化を培います
● きまりを守り、安心して暮らせるまち
をつくります

2013（平成25年） 月号 vol.903

行政からのお知らせ２まちの話題今
月
の
内
容

行政からのお知らせ１2― 7

■4月1日から公共下水道が使えます
■水道事務所からのお知らせ
■防災ラジオ貸し出し中です！
■ 鉾田市土砂等による土地の埋立て、盛土
及びたい積の規制に関する条例の改正
■被災住宅復興支援利子補給制度　ほか
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■鉾田市産の苺を PR！
■鉾田ブランド、商談会で大好評
■水道復旧工事で災害協定締結
■認定農業者講演会
■ほこたカルタで郷土を学ぶ
■各種スポーツ大会　ほか

■各種採用試験のご案内
■「 茨城いのちの電話」電話相談員募集
■「ラフターヨガ」参加者募集
■水稲栽培の放射性セシウム吸収抑制対策
■市立公民館「平成25年度受講生募集」
■さんて旬菜館リニューアルオープン　ほか

昔の道具を見て触れて体験

先人の 知恵
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4 月 1 日から公共下水道が使えます
市役所下水道課　☎３３ー２１１１（内線１２６１・１２６２・１２６３）問

  

排水設備 （個人が設置・管理をする部分） 公共下水道 （役所が設置・管理をする部分） 

接続ます 

公 道 

公私境界 

接続ます 接続ます 公共ます 

下水道本管 

「公共下水道」に接続しましょう

　公共下水道の排水設備は、市が設置して管理する部分と、個人が設置して管理する部分があります。個人で行う排水設備工事は、宅
地内などの排水設備を公共下水道（公共ます）へ接続するものです。この工事は、市が指定する「排水設備工事指定店」でなければで
きません。

①工事の依頼
個人で直接、市排水設備工事指定店へ
依頼してください。工事指定店を選ぶ
際には、数社から見積書をとることも
大切です。工事の内容、方法、費用な
どを十分に検討してください。

②工事の申請
「排水設備計画確認申請書」を市へ提
出してください。
工事指定店が、依頼者に代わって書類
を作成し、市へ手続きをしてくれます。

③工事の施工
提出された書類が適正であれば、工事
の「排水設備計画確認書」が交付され、
工事指定店は工事に着手します。

④完了検査
工事指定店は、工事完了後「工事完了
届」を市に提出してください。
完了検査を行い、検査に合格すると「検
査済証」を交付します。
「使用開始届」を市へ提出し、下水道を
使用することができるようになります。

排水設備の工事手続き

井戸メータの設置について
　井戸または上水道と井戸を併用して
いる個人・事業所等については、使用
水量を計量するために、井戸メーター
を設置可能な場所に、市が費用を負担
し設置します。「排水設備工事計画確認
申請書」を提出時に、配置図へ設置場
所を記していただきます。

【公共下水道受益者負担金】
公共ます　1基あたり　310,000 円　
　　　　　　　　　（第 1期目の納期日：平成 25 年 7月）

※ 受益者負担金の徴収猶予を希
望する方は手続きが必要です。
詳しくは、下水道課までお問
い合わせください。

【公共下水道使用料】
内　訳 使用水量（㎥） 単価（税込）

基本料金 10 ㎥まで　 2,310 円

超過料金（1㎥につき） 10 ㎥を超え 50 ㎥まで　 126 円
50 ㎥超 136.5 円

安塚、田中、宮内、烟田、
新鉾田、七軒町、横町、
新町、古宿の各一部地域

平成 25年 4月供用開始区域 公共下水道に接続するメリット

　浄化槽の維持管理、メンテナンスが不要に
なります。また、まちの生活環境がよくなると
ともに、きれいな川や湖を未来に残すことがで
きることも大きなメリットです。

　4月から、下
水道課が本庁舎
から鉾田水道事
務所（西台浄水
場）へ移ります。

4 月から
下水道課の所在が変わります

水道事務所所在地
鉾田市
塔ヶ崎790-2

★
鉾田水道事務所

鉾田市役所

〒

警

鉾田川

至 R51

至茨城町
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　4月から水道メーターの検針を隔月検針（2ヶ月に 1回）に変
更します。水道料金のお支払いにつきましては、これまでどおり
毎月請求となります。
＊隔月検針への切り替えのため、5月に請求はありません。

3月 4月 5月 6月 7月 8月
毎月検針
最終

4・5月分
検針

6・7月分
検針

2月使用分
請求

3月使用分
請求

4月使用
分請求

5月使用分
請求

6月使用分
請求

＊ 検針で計量した 2ヶ月分の使用水量を 2等分し、1ヶ月分の料
金を算定します。算定水量が割り切れない場合は、前月分を切
り上げ、当月分を切り捨てして算出します。

【隔月検針のイメージ】

　「水道加入金の一部軽減」及び「配水管布設の延長工事」の
受付が平成 28 年 3月 31 日まで延長されました。

13ｍｍ 20 ｍｍ 25 ｍｍ 30 ｍｍ 40 ｍｍ 50 ｍｍ

旭地区
52,000
(126,000)

62,500
(157,500)

94,000
(252,000)

125,500
(346,500)

220,000
(630,000)

356,500
(1,039,500)

鉾田地区
50,000
(120,000)

60,000
(150,000)

90,000
(240,000)

120,000
(330,000)

210,000
(600,000)

340,000
(990,000)

大洋地区
52,000
(126,000)

62,500
(157,500)

94,000
(252,000)

125,500
(346,500)

220,000
(630,000)

360,000
(1,050,000)

①一般加入者（加入推進期間の地区を除く）
②既設の配水管から引き込みができること
③家屋内へ接続して使用すること
④加入申込期間から 1年以内に工事が完了すること
⑤加入申込時に水道加入申込書と併せて「誓約書」を添付すること

■軽減要件

●「水道加入金の一部軽減」について
水道加入金一覧表 （　）内は軽減前の加入金　（単位：円）

●「配水管布設の延長工事」について

(1) 配水管布設工事は、公道及び私道を問いません。ただし、私
道の場合は、地上権に基づく私道使用契約書の締結及び地上
権登記承諾書が必要となります。

(2) 配水管布設に対して、以下の上水道加入戸数が必要となります。

■配水管布設の要件

道路形状 配水管延長 加入戸数 道路形状 配水管延長 加入戸数

舗装

100ｍ以上

200ｍ以上

300ｍ以上

400ｍ以上

500ｍ以上

4戸以上

6戸以上

8戸以上

10 戸以上

11 戸以上

舗装以外

100ｍ以上

200ｍ以上

300ｍ以上

400ｍ以上

500ｍ以上

3戸以上

4戸以上

6戸以上

8戸以上

10 戸以上

(3) 配水管布設工事及び給水工事終了後、家屋内へ接続し全量水
道水を使用してください。

(4) 一部軽減後の加入金及び給水装置工事代金は、自己負担となります。
(5) 工事は加入金及び給水工事代金納入後に実施となります。

　前回に比べて水道の使用量が急に増えた時は、地下や床下など、
見えないところで水が漏れていることがあります。

１．水道の蛇口を全部閉める
２． 水道メータのパイロットマークを調べる。このときマークが
少しでも回っていたら、どこかで水が漏れています。すぐに
指定給水装置工事事業者
に修理を依頼してくださ
い。（工事は自己負担）

　※ 貯水タンクなどを設置
している場合は、この方
法で確認できないこと
があります。 パイロット

【水漏れの確認方法】

使用量が急に増えたときは

水道メータの検針が隔月検針になります

水道加入金等の一部軽減の期間が延長に！

　4月 1日から旭・大洋水道事務所の窓口業務が鉾田水道事務所
（西台浄水場内）に統合されます。なお、水道料金は旭・大洋市
民センターで納めることができます。（納付書の発行は、鉾田水
道事務所に限ります。）

旭・大洋水道事務所の窓口業務を
鉾田水道事務所に統合します4月 1日から

検針票が変わります！

　4月使用分から水道の使用量と
下水道・農業集落排水の使用量が
1つの検針票に表示され、請求予
定金額に上下水道の合計金額が記
載されるようになります。

- お 願 い -

お問い合せ

１、上下水道に関することはすべて届出制度
　　になっておりますので必ずお届け下さい。

　　○引っ越していかれるとき。
　　○引っ越してきたとき。
　　○使用者や所有者が変わるとき。
　　○長期にわたって家を留守にするとき。
　　○新設、増設、撤去するとき。
　　○その他

２、メーター検針をしやすいようにしておい
　　て下さい。

　　○メーターボックスの上には物を置いた
　　　り、建築物や工作物を設置しないでく
　　　ださい。
　　○犬などはメーターボックスから離れた
　　　ところにつないで下さい。

３、メーター以降の管理をお願いします。
　　メーターボックスの中はいつも清潔にし、
　　ご家庭でも時々メーターを見ていただく
　　と、漏水の発見にも役立ちます。

　　※簡単な漏水の調べ方
　　　蛇口を全部しめても、メーターのパイ
　　　ロット(銀色)がまわっている時は漏水
　　　しています。鉾田市指定給水装置工事
　　　業者に申し込んで下さい。
　　　(修理費は個人負担です。)

４、冬季はメーターの防寒の処置をお願いし
　　ます。

上水道に関する事
〒311-1522　鉾田市塔ケ崎790-2
　　　　　　　　鉾田市鉾田水道事務所
　　　　　　　　TEL　0291-32-4333

下水道に関する事
〒311-1592　鉾田市鉾田1444-1
　　　　　　　　鉾田市役所下水道課
　　　　　　　　TEL　0291-33-2111
　　　　　　　　　　(内線：1262,1263)

※この領収書の金額を訂正したものは無効です。

　　　　　　　　　　　　　　　　 様

上下水道使用量のお知らせ

上記の金額を振替により受領しました。

裏面もご覧ください。

月分口座振替の方は　　年　　月　　日振替の予定です。
月分口座振替の方は　　年　　月　　日振替の予定です。

このお知らせ票で料金を徴収することはありません。

平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日
平成　　年　　月分

口　　 径
ﾒｰﾀｰ番号

下水用途上水用途

交換前水量

3m

3m

3m

3m

3m

3m
3m 3m
3m 3m

3m

3m

内消費税

検針員

使用料金

使用水量

内消費税

合計金額

使用料金

使用水量

今回指針

使用期間

下水区分

整理番号

前回指針

　　月分

　　月分

料　　金

　　月分

　　月分

メモ

水　　　道 下水道・農集排

水道メーター 井戸メーター

下水道・農集排

下水道・農集排

下水道・農集排

下水道・農集排

水　　　道

水　　　道

水　　　道

水　　　道

平成　　　年　　　月　　　日

平成　　　年　　　月　　　日

円

円

円

円

円

合計金額

円

円 円

円 円

円 円

円 円

振替金額

振替年月日

料　　金 円 円

振替金額
振替年月日

鉾田市水道事業

鉾田市長

鉾田市長

印

印

使用水量

口座振替領収書

請求予定金額

ココを確認してください！！
パイロットマークが停まっている時は正常です。

鉾田水道事務所からのお知らせ

安全・
安心な水道水をどうぞ！

鉾田水道事務所　☎３２ー４３３３（直通）問
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防災ラジオ貸し出し中です！
お済みですか？

　市では、行政情報の提供や災害に係る情報を市民の皆さまへ
伝達する手段として、防災ラジオの整備を進めています。
　今回、鉾田市内（旧旭村、大和田小学区を除く）の皆さまを
対象に、「防災ラジオ」の無償貸与をおこなっています。

●貸し出し対象世帯
　 　鉾田市（旧旭村、大和田小学区を除く）に住民登録をして
いる世帯

　※ 1世帯に 1台の貸し出し

●受付期間
　　平成25年3月29日（金）まで
　　                                           受付時間は 8時 30 分～ 17 時 15 分
　※ 土日祝日は受付業務は行いません。

●貸し出し方法
　 　市役所本庁舎・大洋市民センターの受付窓口へ「運転免許
証」、「健康保険証」など本人確認が可能な書類、「印鑑」をご
持参のうえ、受付窓口に備え付けの『防災行政無線局固定系
戸別受信機保管証書』に必要事項を記載し提出してください。

※ 代理で申請をされる場合は、代理の方の印鑑と身分証をお持
ちください。

●受付窓口
　 　市役所本庁舎（2階・農業委員会隣り）、大洋市民センター

市役所　総務課 防災交通係　☎３３ー２１１１ 　（内線）１２５３・１３２４問

● 市の防災行政無線が流れると自
動受信します。（FM・AMラジオ
を聞いていても強制的に防災無
線に切換ります。
● 鉾田市防災行政無線の電波は、
鉾田市立諏訪小学校脇に設置さ
れた中継局から発信されていま
す。諏訪小に面した部屋の窓際
にラジオを設置してください。
また、テレビやパソコンなどか
ら発生する電磁波により受信で
きないことがありますので、そ
れらの物から離してお使いくだ
さい。

涸沼

北浦

諏訪小

市役所
本庁

N

※ 防災行政無線の放送が受信できなかった世
帯へは、屋外アンテナ等の設置を行う予定です。
※ この防災ラジオは、旭・鉾田・大洋の区域に係わらず、全て
の放送が受信されます。
※ 受信の確認については、毎日の定時放送（7:00、11:30、
17:00）のメロディーで確認をしてください。

受付期間
H25.3.29（金）

まで

こちらは
防災ほこたです！

鉾田市土砂等による土地の埋立て、盛土及び
たい積の規制に関する条例の改正について

市役所　生活環境課　☎３３ー２１１１ 　（内線）１１３１問

　建設残土の搬入に対する規制を強化し、市民の安全と良好な生活環境の保全や災害を防止することを目的に「鉾田市土砂等による土地の埋立て、
盛土及びたい積の規制に関する条例」が改正されました。

３月
７日
から
施行

主な改正点

○ 「市」、「土地所有者等」、「土地の埋立て等を行う者」、「土砂等
を発生させる者」、「土砂等を運搬する者」の責務を明確にしま
した。

○ 条例の適用になる事業区域面積を従来条例の「200 平方メート
ル以上 5,000 平方メートル未満」を「5,000 平方メートル未満」
へ拡大しました。

○ 土砂等（泥土を含む。）または建設汚泥に、セメントや石灰を混
合し化学的安定処理した、いわゆる「改良土」による土地の埋
立て等は認めません。

○ 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生元を茨城県内に限定しま
した。

○ 使用する土砂等の性質やその土砂等に含まれる有害物質の調査
について、明確な基準を設定しました。

○ 鉾田市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または関係を有す
る者などに許可を与えない欠格要件を設定しました。

○ 事業許可後、定期的な埋立て等区域の土壌調査と報告を義務付
けました。

○罰則の強化を図りました。

土地所有者のみなさんへ

　違法な埋立て等行為や廃棄物の不法投棄行為は、その行為者が
最も悪いのですが、土地を管理すべき所有者にも責任が及ぶこと
があります。以下のことに気をつけるなど、ご自身の土地を安全
に管理しましょう。

～土地を提供する場合の注意事項～

○ 事業内容などをできるだけ詳しく書面で提出さ
せる。
○同意書だけでなく契約書などで責任を明確にする。
○ 土地を提供する場合は、隣接地との境界を明確
にしておく。
○必要な許認可の確認が取れるまでは搬入させない。
○ 事業期間中は、定
期的に見回りを行
い監視する。

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
住
宅
（
宅
地
）
補
修
等
に
係
る
借
入
金
の
利
子
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
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鉾
田
市
被
災
住
宅
復
興
支
援

利
子
補
給
制
度

市
役
所
都
市
建
設
課
☎
３
３
〜
２
１
１
１

　
　
　
　
（
内
線
）
１
２
７
３
・
１
２
７
４

問

東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
住
宅
（
宅
地
）
補
修
等
に
係
る
借
入
金
の
利
子
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す

　

こ
の
制
度
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
居
住
し
て
い
た

住
宅
（
宅
地
）
が
被
害
を
受
け
、
被
災
し
た
住
宅
（
宅
地
）

を
補
修
し
た
り
新
規
に
住
宅
を
購
入
し
た
り
す
る
方
を
対

象
に
、
必
要
な
資
金
の
借
り
入
れ
に
か
か
る
利
子
の
一
部

を
助
成
す
る
も
の
で
す
。

　

す
で
に
融
資
を
受
け
て
工
事
を
実
施
し
て
い
る
場
合
で

も
、
遡
っ
て
助
成
と
な
り
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
制
度
の
あ
ら
ま
し
】

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

該
当
に
な
り
ま
す　

該
当
に
な
り
ま
せ
ん

被
災
し
た
親
の
居
宅
（
市
内
）

を
子
が
融
資
を
受
け
新
築

親
の
家
が
被
災
し
た
の
で
、
東
京

の
娘
の
家
を
リ
ホ
ー
ム
し
て
同
居

金
融
機
関
の
借
入
利
息
が

1
％
未
満
の
場
合

金
融
機
関
か
ら
借
入
を
し
た
が
、

7
年
間
利
子
据
置
の
場
合

店
舗
兼
住
宅
の
場
合
、
住
宅

部
分
だ
け
対
象

車
庫
兼
物
置
を
融
資
を
受
け

建
替
え
た
場
合

宅
地
造
成
の
み
の
場
合

災
害
援
護
資
金
貸
付
金
を
利
用

勤
務
先
の
（
福
利
厚
生
制
度
）

融
資
を
利
用
し
た
場
合

鉾
田
市
で
全
壊
判
定
を
受
け
、

隣
市
に
中
古
住
宅
を
購
入

隣
町
の
ア
パ
ー
ト
で
被
災
、

鉾
田
市
に
新
築
し
た
場
合

Ｈ
23
・
3
・
11
以
前
に
銀
行

等
か
ら
融
資
を
受
け
た
場
合

こ
ん
な
時
は
？　

確
認
く
だ
さ
い
！

１
． 

被
災
住
宅
に
居
住
し
て
い
て
、
り
災
証
明
を
受
け
て
い

る
方

２
． 

市
内
の
被
災
住
宅
（
宅
地
）
の
補
修
ま
た
は
被
災
住
宅

に
代
わ
る
住
宅
の
建
設
も
し
く
は
購
入
を
市
内
で
行
う
方

３
． 

住
宅
復
興
資
金
に
つ
い
て
、
平
成
23
年
3
月
11
日
以
降

に
金
融
機
関
で
融
資
を
受
け
た
方

４
． 

申
請
者
・
被
災
者
及
び
世
帯
員
に
係
る
税
金
等
を
滞
納

し
て
い
な
い
方

■
対
象
者（
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
被
災
者
の
方
）

１
． 

店
舗
・
倉
庫
・
物
置
き
・
塀
・
墓
等
の
借
り
入
れ
に
係

る
も
の

２
．
市
町
村
を
通
じ
て
災
害
援
護
資
金
を
借
り
入
れ
て
い
る
方

３
．
消
費
者
金
融
か
ら
借
り
入
れ
を
し
て
い
る
方

※
対
象
に
な
ら
な
い
も
の

　

利
子
補
給
金
＝ 

毎
月
末
時
点
融
資
残
高
を
足
し
合
わ
せ
た

金
額
×
１
／
12
×
（
１
％
ま
た
は
貸
付
利

率
の
い
ず
れ
か
低
い
率
）

■
利
子
補
給
額

区　

分

利
子
給
付
限
度
額
（
年
額
）

住
宅
復
旧

（
補
修
・
新
築
・
購
入
）

６
万
４
千
円

宅
地
復
旧

３
万
９
千
円

住
宅
復
旧
＋
宅
地
復
旧

10
万
３
千
円

※
利
子
給
付
限
度
額

　

平
成
26
年
3
月
末
日
ま
で
（
土
日
、
祝
日
を
除
く
）

■
申
請
期
限

１
．
利
子
補
給
金
交
付
申
請
書
（
※
）、
印
鑑

２
．
被
災
し
た
住
宅
の
住
居
者
の
住
民
票
謄
本
（
市
内
居
住

　
　

者
は
個
人
情
報
確
認
同
意
書
添
付
に
よ
り
省
略
可
）

３
．
申
請
者
と
被
災
し
た
住
宅
の
所
有
者
及
び
居
住
者
の
親

　
　

族
関
係
が
わ
か
る
書
類
（
市
内
居
住
者
は
個
人
情
報
確

　
　

認
同
意
書
添
付
に
よ
り
省
略
可
）

４
．
金
融
機
関
と
の
融
資
貸
付
契
約
書
（
利
子
利
率
が
明
記

　
　

さ
れ
た
も
の
）
の
写
し

５
．
償
還
表
（
返
済
予
定
表
）
の
写
し 

↓ 

借
入
当
初
か
ら
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

載
さ
れ
た
も
の

６
．
工
事
請
負
契
約
書
の
写
し
、
売
買
契
約
書
の
写
し

　
　

 （
契
約
書
が
な
い
場
合
は
、
見
積
書
と
領
収
書
が
必
要

と
な
り
ま
す
）

７
．
り
災
証
明
書
（
り
災
程
度
区
分
の
記
載
さ
れ
た
も
の
）

８
．
申
請
者
、
被
災
者
及
び
そ
の
世
帯
員
の
納
税
証
明
書 

　

    （
市
内
居
住
者
の
個
人
情
報
同
意
書
添
付
に
よ
り
省
略
可
）

９
．
振
込
み
を
希
望
す
る
口
座
の
通
帳

※ 

申
請
書
は
、
市
役
所
都
市
建
設
課
、
旭
・
大
洋
総
合
支
所

で
配
布
、
市
の
Ｈ
Ｐ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※ 

交
付
期
間
は
、
借
入
金
に
係
る
利
子
の
支
払
い
開

始
日
か
ら
5
年
以
内
で
す
。（
無
利
子
期
間
ま
た

は
利
子
支
払
い
の
猶
予
期
間
等
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
を
含
め
て
5
年
以
内
と
な
り
ま
す
。）

鉾田市
ホームページ

くらし

都市計画

利子補給事業

　2013 年 3 月 11 日、東北地方太平洋沖地震が発生してから 2年が経
ちます。地震で大きな被害を受けた鉾田市を、私たち写真部は追って
きました。
　今回のギャラリンジャーでは、震災直後と震災から 2年が経過して
街の様子がどのように変わったか比較した写真と、商店街と農家の方
に聞いた心境の変化をまとめた文章を展示します。

鉾田二高写真部写真展

みんなでがんばろう鉾田～震災 2周年～

日時 3/9 土 10 日・
9：00 ～ 16：00

会場 細谷ビル
1階
（つぼ八下）

平
成
25
年
第
1
回

鉾
田
市
議
会
定
例
会
の
お
知
ら
せ

市
議
会
事
務
局　

☎
３
３
〜
２
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　

  （
内
線
）
１
３
１
１

問

東
日
本
大
震
災
に
係
る

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金（
基
礎
支
援
金
）

申
請
期
限
の
お
知
ら
せ

　

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
（
国
の
支
援
金
）

に
つ
き
ま
し
て
、
基
礎
支
援
金
の
申
請
期
限
が

平
成
25
年
4
月
10
日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
伴
い
、「
半
壊
」
及
び
「
大
規
模
半
壊
」
の

り
災
判
定
（
住
家
）
を
受
け
た
方
で
、
住
家
を
解
体
し
て
、

基
礎
支
援
金
の
申
請
を
予
定
し
て
い
る
方
は
、
ご
留
意
願

い
ま
す
。

市
役
所　

社
会
福
祉
課　

☎
３
３
〜
２
１
１
１

　
　
　
　
　

    （
内
線
）
１
５
６
５
・
１
５
６
６

問

基
礎
支
援
金
： 
住
家
の
被
害
程
度
に
応
じ
て
支
給
す
る
支

援
金（
申
請
期
限
・
平
成
25
年
4
月
10
日
ま
で
）

加
算
支
援
金
： 

住
家
の
再
建
方
法
に
応
じ
て
支
給
す
る
支

援
金
（
申
請
期
限
・
平
成
26
年
4
月
10
日
ま
で
）

※ 

現
在
、
茨
城
県
か
ら
国
に
対
し
基
礎
支
援
金
申
請
期
限
の
再

延
長
（
平
成
26
年
4
月
10
日
ま
で
）
を
要
望
し
て
お
り
ま
す
。

変
更
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

◆
開
会
3
月
5
日
（
火
）
10
時
か
ら

　

鉾
田
市
役
所　

３
階　

市
議
会
議
場

【
日
程
】

　

3
月
5
日
（
火
）
本
会
議
（
初
日
）

　
　
　

7
日
（
木
）
本
会
議
（
一
般
質
問
）

　
　
　

8
日
（
金
）
本
会
議
（
一
般
質
問
）

　
　
　

13
日
（
水
）
本
会
議

　
　
　

14
日
（
木
）
本
会
議

　
　
　

15
日
（
金
）
委
員
会

　
　
　

18
日
（
月
）
委
員
会

　
　
　

19
日
（
火
）
委
員
会

　
　
　

22
日
（
金
）
本
会
議
（
最
終
日
）

　
　

※ 

日
程
は
変
更
に
な
る

　
　
　

場
合
が
あ
り
ま
す
。
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春
の
火
災
予
防
運
動
実
施
中
　
3
月
1
日
〜
3
月
7
日

鹿
行
広
域
消
防
本
部　

☎
３
４
〜
７
１
１
９

鉾
田
消
防
署　
　
　

    

☎
３
４
〜
０
１
１
９

旭　

出
張
所　
　
　

    

☎
３
４
〜
４
１
１
９

大
洋
出
張
所　
　
　

    

☎
３
４
〜
５
１
１
９

問

　

春
は
火
災
の
多
発
期
で
す
。
枯
れ
草
火
災
な
ど
に
注
意
し
ま

し
ょ
う
！ 消

す
ま
で
は
　
出
な
い
行
か
な
い
　
離
れ
な
い

設
置
し
ま
し
た
か
？

住
宅
用
火
災
警
報
器

　

消
防
法
に
よ
り
す
べ
て
の
住
宅
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

●
寝
室
（
普
段
、
寝
室
と
し
て
使
っ
て
い
る
部
屋
）

●
階
段
（
2
階
以
上
の
階
に
、
寝
室
が
あ
る
場
合
）

●
台
所
・
居
間 

（
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
安
全
・
安
心
の

　

た
め
設
置
を
お
す
す
め
し
ま
す
）

※
詳
し
く
は
消
防
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

設
置
す
る
場
所

東
日
本
大
震
災
か
ら
2
年
、
今
一
度

○ 

た
ば
こ
は
、
布
団
や
ベ
ッ
ト
の
上
で
は
絶
対
に
吸
わ
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
シ
ー
ツ
や
掛
け
布
団
カ
バ
ー
は
防
炎
品
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

灰
皿
に
吸
い
殻
を
溜
め
ず
に
、
定
期
的
に
捨
て
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

○ 

吸
い
殻
は
完
全
に
火
が
消
え
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
か

ら
捨
て
ま
し
ょ
う
。

○
こ
ん
ろ
か
ら
離
れ
る
際
は
必
ず
火
を
消
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

こ
ん
ろ
の
周
り
に
燃
え
や
す
い
も
の
を
置
か
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

○ 

換
気
扇
や
壁
、
魚
グ
リ
ル
な
ど
は
定
期
的
に
掃
除
を
し
ま

し
ょ
う
。

○ 

調
理
の
際
は
防
炎
品
の
割
烹
着
や
エ
プ
ロ
ン
、
ア
ー
ム
カ

バ
ー
等
を
使
用
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

洗
濯
物
等
を
ス
ト
ー
ブ
の
上
や
近
く
で
干
し
た
り
乾
か
し

た
り
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
部
屋
を
離
れ
る
時
は
、必
ず
ス
ト
ー
ブ
を
消
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

ス
ト
ー
ブ
に
給
油
す
る
時
は
、
必
ず
火
を
消
し
て
か
ら
行

い
ま
し
ょ
う
。

○
ス
ト
ー
ブ
を
つ
け
た
ま
ま
寝
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○ 

逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置
し
ま

し
ょ
う
。

○ 

火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、
消
火
器
等
を
設
置
し

ま
し
ょ
う
。

○ 

お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な
人
を
守
る
た
め
に
、
隣
近
所
の

協
力
体
制
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

★
ポ
イ
ン
ト
★

〜
あ
な
た
の
家
は
大
丈
夫
で
す
か
？
〜

た
ば
こ
・
こ
ん
ろ
・
ス
ト
ー
ブ
に
よ
る
火
災
に

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
！
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潮来市 行方市 鉾田市 全国

28.6％

44.3％

36.2％

77.5％
（単位：％）

住宅用火災警報器設置率調査結果
（平成 23 年度調べ）

住宅用火災警報器が
効果を発揮しています！

　住宅用火災警報器を設置し
たことにより、火災の発生や
延焼拡大を未然に防いだ事例
が相次いでいます。
　住宅用火災警報器は、火災
からあなたの命や家族の命、
そして財産を守る有効な手段
です。しかしながら鉾田市で
の設置率はまだまだ低い状況
です。未設置の方は一日も早
い設置を！

地
震
や
災
害
へ
の
備
え
に
つ
い
て
点
検
を
！

　

政
府
の
地
震
調
査
研
究
推
進
本
部
か
ら
昨
年
末
、
今
後

30
年
以
内
に
震
度
6
以
上
の
揺
れ
に
襲
わ
れ
る
確
率
を
示

す
「
全
国
地
震
動
予
測
地
図
」
の
最
新
版
が
公
表
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
地
図
は
、
全
国
の
主
要
な
活
断
層
に
よ
る
地

震
や
海
溝
型
地
震
の
長
期
的
な
発
生
確
率
な
ど
か
ら
揺
れ

を
推
定
し
た
も
の
で
、
東
日
本
大
震
災
の
余
震
活
動
も
考

慮
に
さ
れ
て
お
り
、
関
東
地
方
の
確
率
ポ
イ
ン
ト
も
大
幅

に
上
昇
し
て
い
ま
す
。

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
2
年
と
な
る
今
、
家
族
で
災
害
発

生
時
の
対
応
な
ど
に
つ
い
て
話
し
合
う
な
ど
、
日
頃
か
ら

で
き
る
こ
と
を
考
え
、
い
ざ
と
い
う
時
に
慌
て
な
い
よ
う

今
一
度
点
検
を
！

地震動予測地図
防災科学技術研究所
ｳｪﾌﾞｻｲﾄ「地震ハザード
　　ステーション」より

確率

このリーフレットは、印刷用の紙へリサイクルできます。 平成24年10月

地震火山部　管理課　地震津波防災対策室
〒100-8122　東京都千代田区大手町１－３－４　　
　　TEL：03-3212-8341（代表）　FAX：03-6689-2917（耳の不自由な方向け）

気象庁ホームページ http://www.jma.go.jp/
津波警報の改善について http://www.seisvol.kishou.go.jp/eq/tsunami_keihou_kaizen/index.html

津波警報・注意報の分類と、とるべき行動

津波ハザードマップや津波標識は、津波
発生時に浸水が予想される区域や避難場
所を示すものです。
日頃から色々な場面を考えて、避難経路
や避難場所を確認しておきましょう。

※津波の規模は様々であり、浸水想定区域から
外れている地域においても浸水する可能性があ
ることに注意が必要です。

津波ハザードマップの例（鎌倉市提供）

・震源が陸地に近いと津波警報が津波の襲来に間に合わないことがあります。「揺れたら避難」を徹底しましょう。
・津波は沿岸の地形などの影響により局所的に予想より高くなる場合があります。より高い場所を目指して避難しましょう。
・地震発生後、予想される津波の高さが 20cm未満で被害の心配がない場合、または津波注意報の解除後も海面変動が継続す
る場合には、「津波予報（若干の海面変動）」を発表します。

沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や
避難ビルなど安全な場所へ避難してください。
津波は繰り返し襲ってくるので、津波警報が
解除されるまで安全な場所から離れないでく
ださい。

木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流
れに巻き込まれる。

標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が
発生する。人は津波による流れに巻き込まれる。

海の中では人は速い流れに巻き込まれる。　
養殖いかだが流失し小型船舶が転覆する。

海の中にいる人は、ただちに海から上がって、
海岸から離れてください。津波注意報が解
除されるまで海に入ったり海岸に近付いたり
しないでください。

予想される津波の高さ
とるべき行動 想定される被害数値での発表

（発表基準）
巨大地震の
場合の表現

10ｍ超
（10m＜高さ）

10ｍ
(5m＜高さ≦10m)

5ｍ
(3m＜高さ≦5m)

3ｍ
(1m＜高さ≦3m)

1ｍ
(20cm≦高さ≦1m)

巨大

高い

（表記しない）

大
津
波
警
報

津
波
警
報

津
波
注
意
報

津波防災啓発ビデオ「津波からにげる」（気象庁）
の１シーン

（10ｍを超える津波により木造家屋が流失）

豊頃町提供
（2003年）

ここなら安心と思わず、より高い場所を
目指して避難しましょう！

津波ハザードマップと津波標識

国土交通省

津波避難ビル

津波避難場所

津波注意
（津波危険地帯）

・強い揺れ、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたら
・揺れがなくても、津波警報を見聞きしたら

津波から命を守るためには、

平成 25年 3月から

津波警報は、津波による災害の発生が
予想される時に発表される重要な情報です。

すぐに避難！

音声コード

津波警報が変わります津波警報が変わります

津波警報は、津波による災害の発生が予想される時に発表される重要な情報です。

・強い揺れ、弱くてもゆっくりとした長い揺れを感じたら
・揺れがなくても、津波警報を見聞きしたら すぐに 避難！

津波警報が変わりました
気象庁
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■職員手当の状況
区分 ６月 12月 計

期末・勤勉手当 1.90月分 2.05月分 3.95月分
　※職務の級に応じて5％から15％の加算措置あり

市職員の給与公表
■平成24年度の職員給与（普通会計予算） （単位：千円）

職員数
給与費 一人当たり

給与費給料 職員手当 期末勤勉手当 計
348人 1,295,773 101,617 464,663 1,862,053 5,351

　※企業会計、特別会計予算を除く

■職員の初任給（平成24年４月１日現在） （単位：円）

区分
鉾田市 国
初任給 初任給

一般行政職
大学卒 172,200 172,200
高校卒 140,100 140,100

教育職 大学卒 172,200 －

■職員の平均給与額（平成24年４月１日現在） （単位：歳・円）
区分 平均年齢 平均給料月額

一般行政職 41.8 311,600
技能労務職 53.3 330,100
教育職 41.1 297,200

■職員数（各年４月１日現在） （単位：人）
区分 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

一般行政部門 313 305 286 286 285 277 276
特別行政部門（教育） 106 95 94 85 81 77 72
公営企業部門 51 49 56 52 49 48 50

合計 470 449 436 423 415 402 398

　市役所　総務課　人事係　☎33-2111（内線）1222

区分 支給月額

扶養手当
配偶者 13,000　
配偶者以外 6,500　

　※配偶者がない場合の１人目の額は、11,000円
　※満15歳から22歳の子の場合は、5,000円の加算措置あり

区分 支給月額

通勤手当
交通機関利用者 運賃相当額を支給、ただし55,000円を限度
自動車等利用者 距離区分に応じ、2,200円～ 34,000円を支給

　※片道２㎞未満は無支給 （単位：円）
区分 支給月額

住居手当 借家の場合の支給限度額 27,000　

区分 最高限度額 勤続20年 勤続25年 勤続35年

退職手当
自己都合 59.28月分 23.50月分 33.50月分 47.50月分
勧奨・定年 59.28月分 30.55月分 41.34月分 59.28月分

■一般行政職の級別職員数（平成24年４月１日現在）
区分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級　

標準的な
職務内容 主事 主事 係長

主幹
課長補佐
主査

課長
出先機関
　　の長
副参事

課長
出先機関
　　の長

部長
参事

職員数（人） 41 19 107 53 27 9 10
構成比（％） 15.4 7.1 40.2 19.9 10.2 3.4 3.8

 （単位：円）

問

未
熟
児

養
育
医
療

　
養
育
医
療
と
は
、
身
体
の
発
育
が
未
熟
な
ま
ま
生
ま
れ
、

入
院
を
必
要
と
す
る
乳
児
が
、
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
入

院
治
療
を
受
け
る
場
合
に
、
そ
の
治
療
に
要
す
る
医
療
費
を

公
費
に
よ
り
負
担
す
る
制
度
で
す
。
な
お
、
世
帯
の
所
得
に

応
じ
て
、
自
己
負
担
金
が
生
じ
ま
す
。

※
申
請
は
必
ず
乳
児
が
入
院
中
に
行
っ
て
く
だ
さ
い

【
対
象
と
な
る
乳
児
】

　

医
師
が
入
院
養
育
を
必
要
と
認
め
た
次
の
い
ず
れ
か
の
症

状
が
あ
る
方
が
対
象
で
す
。

①
出
生
時
体
重
が
、
２
０
０
０
ｇ
以
下

② 

生
活
力
が
特
に
薄
弱
で
あ
り
、
運
動
不
安
、
体
温
が
34
℃

以
下
・
チ
ア
ノ
ー
ゼ
、
生
後
24
時
間
以
上
排
便
が
な
し
、

黄
疸
等
の
症
状
が
あ
る
場
合

【
養
育
医
療
の
給
付
の
範
囲
】

１
．
診
察

２
．
薬
剤
ま
た
は
治
療
材
料

３
．
医
学
的
処
置
、
手
術
及
び
そ
の
他
の
治
療

４
． 

病
院
ま
た
は
診
療
所
へ
の
入
院
及
び
そ
の
療
養
に
伴
う

そ
の
他
の
看
護

５
．
移
送
（
特
定
の
場
合
に
限
る
）

※ 

保
険
が
適
用
さ
れ
な
い
治
療
費
等
（
例
：
お
む
つ
代
、
ね

ま
き
代
、
差
額
ベ
ッ
ド
代
）
は
、
給
付
対
象
外
で
す
。

【
提
出
書
類
】

①
養
育
医
療
給
付
申
請
書
（
保
護
者
が
記
入
）
②
養
育
医
療

意
見
書
（
主
治
医
が
記
入
）
③
世
帯
調
書
（
保
護
者
が
記
入
）

④
対
象
児
の
健
康
保
険
証
ま
た
は
保
険
者
の
発
行
す
る
保
険

手
続
き
中
の
証
明
書  

⑤
印
鑑

市
役
所　

保
険
年
金
課　

☎
３
３
〜
２
１
１
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
線
）
１
１
２
６
・１
１
２
７

　

平
成
25
年
4
月
か
ら
、
出
生
体
重
２
５
０
０
ｇ
未
満
で

生
ま
れ
た
お
子
さ
ん
の
低
体
重
児
出
生
届
を
、
市
役
所
健

康
増
進
課
に
提
出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

保
健
師
が
ご
家
庭
に
訪
問
し
、
身
体
測
定
・
育
児
相
談
・

予
防
接
種
の
説
明
な
ど
を
行
い
ま
す
。
市
外
で
出
生
届
け

を
さ
れ
た
方
も
、
予
防
接
種
の
予
診
票
な
ど
の
交
付
が
あ

り
ま
す
の
で
、
鉾
田
・
旭
・
大
洋
い
ず
れ
か
の
保
健
セ
ン
タ
ー

ま
で
、
母
子
健
康
手
帳
を
持
っ
て
い
ら
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
市
健
康
増
進
課
☎
３
３
〜
３
６
９
１
（
直
通
）

赤
ち
ゃ
ん
が
生
ま
れ
た
ら
保
健
セ
ン
タ
ー
へ

大切な人の悩みに、気づいてください。
3 月は自殺対策強化月間です

誰にも相談できず、悩んでいませんか？
あなたの悩みを相談できる窓口があります

★茨城いのちの電話
　つくば　　　☎０２９－８５５－１０００（毎日 24時間）
　水　戸　　　☎０２９－２５５－１０００（毎日 13時～ 20 時）
　毎月 10日　  ☎０１２０－７３８－５５６（24時間）
★いばらきこころのホットライン（年末年始・祝日を除く9時～16時）
　０２９－２４４－０５５６（平日）/０１２０－２３６－５５６（土・日）

気づき 傾聴 つなぎ 見守り

温かく寄り
添いながら、
じっくりと
見守る

早めに専門
家に相談す
るよう促す

本人の気持
ちを尊重し、
耳を傾ける

家族や仲間
の変化に気
づいて、声
をかける

あなたの大切な人の様子が
“いつもと違う” とき・・・

眠れない、食欲がない、口数が少なくなっ
たなど、「いつもと違う場合」

もしかしたら、悩みを抱えていま
せんか？
生活等の「変化」は悩みの大きな要因と
なります。一見、他人には幸せそうに見
えることでも、本人にとっては大きな悩
みになる場合があります。

まずは「声かけ」が重要です

どう声かけをしたら良いかに悩んだら…
○眠れていますか？
○どうしたの、なんか辛そうだけど…
○よかったら、話して
○元気なさそうだから心配してたんだ…

つな
がるわささえるわいのちの絆つな
がるわささえるわいのちの絆
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Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

災
害
時
へ
の
備
え

水
道
復
旧
で
災
害
協
定

　1月 29日、市と市内の水道工事店で組織する市指定
給水装置工事災害対策協議会（山崎英策会長）が「災
害時等における水道施設復旧活動に関する協定」を締
結しました。鬼沢保平市長は「今回の協定は、またい
つ発生するか分からない災害時への備えとして大変心
強く感じています」などとあいさつ。その後、市長と
会長がそれぞれ協定書に調印し協定が締結されました。

北
方
領
土
の

　
早
期
返
還
へ
向
け
て

　2月 13日、大洋公民館で北方領土返還要求県民大会
が行われ、県内各地から約 250名が参加し、北方領土
の早期返還へ決意を新たにしました。
　大会では、北方領土の返還を求める県民協議会の設
立 30周年記念事業として実施されたモスクワ訪問や、
県内中学生による北海道・根室地区の視察研修事業に
ついて活動報告などが行われました。

　旭北小（児童数 124 名）と
旭西小（児童数 134 名）で使っ
ている机の天板が新しくなり
ました。この天板は森林湖沼
環境税を活用した「いばらき

木づかい環境整備事業」で整備、茨城県産の木材を使
用し作られています。新しくなった天板を使用した児
童たちは、「きれいになってうれしいです」「これから
使うのが楽しみです」と教室には笑顔があふれました。

木
の
温
も
り
に

つ
つ
ま
れ
て旭北小

伝
統
行
事
に

　
　
た
く
さ
ん
の
笑
顔

　節分の伝統行事、豆まきが市内各地で行われました。
　2月 1日、鉾田第一保育所から元気な掛け声が聞こ
えてきました。子どもたちは園庭で豆をまきながら「お
こりんぼ」「いじわる」「なきむし」
にならないと約束。その後、遊
戯室で福の神が投げるお菓子を
拾って福を呼び込みました。

■おいしい鉾田市産の苺、長野で大好評

　2月 5日、市産地ブランドアップ振興協議会、市農業振興協議会、市
内両 JA が県庁、茨城新聞社、NHK 水戸放送局、IBS 茨城放送などを表
敬訪問し苺の PR を行いました。NHK 水戸放送局では、鬼沢保平市長
と両 JA 苺部会女性部長がテレビ出演し、
生放送で県内視聴者に苺を PR。県庁では
関係部署を回り今年の苺の出来栄えを報
告。橋本昌知事には苺を直接手渡しまし
た。苺を食べた知事は「鉾田の苺は今年
もおいしですね」と大絶賛、生産者の努
力を称えてくれました。

■県内消費者へ鉾田市産の苺を PR

鉾田ブランド、商談会で大好評！

鉾田市産の苺をＰＲ！
■おいしい鉾田市産の苺、長野で大好評
■県内消費者へ鉾田市産の苺を PR

鉾田市出身の山口副知事も
鉾田市産の苺を大絶賛！

　1月 15 日から 2月 22 日まで長野県内の鉾田産苺の販売促進キャン
ペーンが行われました。鉾田産の農産物にとって、長野市場は東京市場
に次いで大阪市場と並ぶ有力市場。キャンペーン期間中の 2月 8・9日
には、鬼沢保平市長、JAかしまなだ生産者、JA茨城旭村生産者が苺キャ
ンペーンキャラバンで長野県に出向き、各地で苺の PRを行いました。
　キャラバンの一行は、信越放送のテレビ番組やラジオ番組に生出演し、
鉾田産苺の美味しさを視聴者に発信しました。また、長野県内の大手スー
パー 4店舗で苺の試食販売を実施。苺を試食した買い物客からは「おい
しいですね」などと絶賛の声が上がりました。さらに、今回のキャンペー
ンでは「鉾田うまかっぺナイト in 長野」と題し、長野市内のホテルで
消費者との交流が行われました。鉾田うまかっぺナイトには、長野県内
の消費者 90 人が参加。鉾田市産の苺にトッピングを加えたオリジナル
パフェコンテストや、苺の食べ放題のほか、鉾田市産農産物を使った料

理などが振る舞われ、参加者は美味しい鉾
田産の苺や料理を思う存分味わっていまし
た。「鉾田産の苺はおいしいですね。テレ
ビで鬼沢市長をはじめ、皆さんが鉾田市の
PRに取り組んでいる姿を拝見しました。応
援していますので頑張ってください」など
と、参加した方からエールを頂きました。

　2月 5 日、水戸市内のホ
テルで行われた「常陽食の
商談会」に、鉾田市産地ブ
ランドアップ振興協議会が
出展し、鉾田ブランド加工
品の PR を行いました。鉾
田ブランド産品は商談会に
訪れたスーパーや外食産業
のバイヤーに大好評でした。
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　1月 16・17日、鉾

田総合運動公園をメ

イン会場に、第 23

回鉾田市近隣中学校

サッカー大会が開催

され、大洋中が見事

優勝の栄冠を手にし

ました。

　2 月、市内の中学校で立志
式が行われました。同月15日、
大洋公民館で行われた大洋中

の立志式では、同校の卒業生でサクソフォン奏者の方波見一真さんを講師
に『今日と明日の間へ』と題し講演が行われ
ました。方波見さんは「大変なこともあると
思いますが、困難に負けずに今を大事に過し
てください」と優しい語り口で伝えてくれま
した。式典では、『14 歳の夢』の作文発表や『な
りたい自分』の発表、合唱などが行われました。

夢に向かって
羽ばたけ

世界に通用する
日本の農業へ

　2月 8日、鉾田給食センター
管内の鉾田北、鉾田南、大洋
中の 3つの中学校で、卒業を
前にした 3年生たちがバイキ
ング給食を楽しみました。
　取材した鉾田北中の生徒た
ちに好きなメニューや給食へ
の思いを聞くと「やっぱりカレーです」「焼きそばが一番です」と嬉しそう。
「ずっと食べてきた給食ですが、給食ももうすぐ卒業です。ちょっと寂しい
ですね」といった声も。3年生はたくさんの思い出を胸に、もうすぐ卒業です。

楽しい思い出
バイキング給食！

　1月 27日、鉾田中央公民館
で「ほこたカルタ大会」が開
催され、市内の小学生16名が
参加。低学年と高学年に分か
れ、鉾田の名所旧跡などが書
かれた絵札を取り合いました。
「このほこたカルタは、カルタ

を楽しむことはもちろん、自分たちの郷土を学ぶことができるふるさとカル
タです。ぜひ、家族や友達と楽しんで」と、ほこたカルタを普及する会のみ
なさん。大会は大いに盛り上がり、優勝者には賞状と記念品が贈られました。

ほこたカルタで
郷土を学ぶ

鉾田市近隣中学校サッカー大会

【大会結果】（敬称略）
優　勝　大洋中　　準優勝　北浦中　　第３位　平井中・小川北中

　2月10日、鉾田総合運動公

園体育館で第７回市民ソフト

バレーボール大会（市体協主

催）が開催され、24チームが

参加し熱戦が繰り広げられま

した。

鉾田市民ソフトバレーボール大会

【大会結果】（敬称略）
優　勝　ハピネス A
準優勝　ハピネス B
第３位　のんちょら～ず A

小中学生招待剣道大会
　2 月 17 日、鉾田一高体育

館で第 53 回鉾田第一高等学

校剣道部 OB 会小中学生招待

剣道大会が開催されました。

第５３回鉾田一高剣道部OB会第７回

第２３回

鉾田杯中学生インドアソフトテニス大会
　1 月 16・17 日、鉾田総合

運動公園体育館で第 7回鉾田

杯中学生インドアソフトテニ

ス大会（市体協主催）が開催

され、男女各 18 チーム 317

名が参加し、熱戦が繰り広げ

られました。

　市内のチームは健闘しまし

たが、惜しくも入賞はなりま

せんでした。

第7回

【大会結果（市内入賞のみ）】（敬称略）
【団体中学男子】
　第３位　大洋中、鉾田南中
【団体中学女子】　第３位旭中
【最優秀選手賞】
　中学男子　木村　大（鉾田南中）
　　　　　　加藤 飛勇雅（大洋中）
　中学女子　冨田　彩（旭中）

　2月 1日、青柳小体育館で
青柳小、当間小、野友小の全
児童ととりのす保育園の園児
たちが参加し、「ふれあい演劇
鑑賞会」が行われ、劇団風の
子「遊び組」による演劇が上
演されました。演劇では、コ
マやけん玉、竹トンボ、凧などの伝承あそびの楽しさを実演したり、獅子舞
やおはやし芝居などが行われ、児童たちを楽しませてくれました。児童から
は「また昔のあそびをやりたくなりました」と感想を話してくれました。

昔のあそびで、
　  いろいろ発見！

　2 月 13 日、第５回鉾田市
ケアマネージャー研究会及び
鉾田市高齢者虐待防止ネット
ワークケース会議（市包括支
援センター）が、ケアマネー
ジャーや介護保健事業所、消
防署、保健所などのスキルアッ

プを目的として開催されました。研究会では、実際の事例をもとにグループ
ワークで対応の手順や方法、問題解決などを検討しました。集まった方々は、
課題を共有することで連携を深め、知識や経験を積極的に交換し合いました。

事例検討で
　介護スキルアップ

　2月 18 日、市内のホテルで
鉾田市認定農業者連絡協議会
（塙信雄会長）の講演会が開催
され、生物学者で理学博士の
池田清彦さんを講師に『環境・
エネルギー問題の視点から日本
の食と農を考える』と題し講演

が行われました。池田さんは「ブランド化によって儲かる農業を確立してい
く事が大事、日本の安全安心な農産物を求める消費者は世界中にたくさんい
ます。そのためには、エネルギー政策も重要です」と訴えかけられました。



2013.3 10

inviteinvite募集します 募集します

応募締切　5/10（金）
　いのちの電話は、自殺予防を目的としたボ
ランティア団体です。あなたも相談員になっ
て、活動に参加しませんか
応募資格　①いのちの電話の趣旨に賛同し、活
　　　　　　動に積極的に参加してくださる方
　　　　　② 23 ～ 63 歳の方
募集人員　40 名程度
研修期間　2013 年 6 月～ 2015 年３月
研修場所　つくば市周辺

「茨城いのちの電話」電話相談員募集

問    社会福祉法人 茨城いのちの電話 事務局
　　☎ 029-852-8505（月～金　9:00 ～ 17:00）

『第 6 回鉾田市美術展覧会』開催

    問     鉾田市美術展覧会運営委員会事務局　☎ 37-4342
　　　（市教育委員会 生涯学習課内）

会　期　3/6（水）～ 3/10（日）　　　　　
場　所　鉾田中央公民館
種　目　絵画、書、写真、工芸美術

申込期間　3/7（木）9:00 ～
日　　時　3/21（木）13:30 ～ 15:00
場　　所　鉾田保健センター 2 階体力増進室
定　　員　45 名（定員になり次第締切）
持参する物　飲み物、汗拭き
申込方法　鉾田保健センターへ電話又は窓口
　　　　　でお申込みください。

『ラフターヨガ教室』参加者募集

問    鉾田保健センター　　☎ 33-3691

福祉バザー開催のお知らせ

鉾田市社会福祉協議会 鉾田本所　☎ 32-5831問

　鉾田市女性連絡協議会では、地域福祉貢献
活動の一環として福祉バザーを実施します。
日用雑貨・食器・衣類・玩具・丸餅・とん汁
など、豊富な品揃えでみなさまのご来場をお
待ちしております。
日　時　3/17（日）10:00 ～
　　　　※売切れ終了
場　所　鉾田市役所駐車場
主　催　鉾田市女性連絡協議会
協　力　鉾田市社会福祉協議会

申込締切　5/9（木）
　市では、高齢者の介護予防を推進するため、

「シルバーリハビリ体操」の普及を進めてお
り、この体操を普及するボランティアとして

「シルバーリハビリ体操指導士」の養成講習
会を開催します。
募集人員　30 名（定員になり次第終了）
申込資格
　①鉾田市民で、H25.4.1 現在で満 60 歳以上
　　であること　※ 50 歳以上の方も申込みで
　　きますが、60 歳以上の方優先）
　②常勤の職業に就いていないこと
　③認定後に地域活動を行うことができること
　④緊急時やむを得ない事情をのぞき、講習
　　会の全日程に参加できること
講習会日程（行方市との合同開催）

※ 1 日目及び 8 日目は、鉾田保健センターか
　ら講習会場まで送迎します。

講習時間　10:00 ～ 15:45（1 日 5 時間程度）
　　　　　※初日のみ 9:45 開講
講義内容　介護予防とリハビリテーションの
　　　　　推進、解剖運動学、加齢と運動器
　　　　　の障害、食生活と栄養、他
受  講  料　無料（ただし昼食代は各自負担）
申込方法　電話にてお申込みください。

シルバーリハビリ体操指導士
　　　３級養成講習会参加者募集

問    鉾田市地域包括支援センター　☎ 34-0011

日　程 会　場 備　考
1 日目 5/13（月） 県立健康プラザ 開講式
2 日目 5/15（水）

玉造保健センター
（行方市）

3 日目 5/20（月）
4 日目 5/22（水）
5 日目 5/27（月）
6 日目 5/29（水）
7 日目 5/31（金） 修了式
8 日目 6/6（木） 県立健康プラザ 閉講式

各試合 1 組（2 名様）メインスタンド１階席                                                

プレゼント！ 　鹿島アントラーズ観戦ペアチケット
■ハガキの書き方

①住所
②氏名
③電話番号
④観戦希望試合

〒 311-1592
鉾田市鉾田 1444-1
鉾田市役所
企画課
サッカー観戦係

問 　  市役所企画課   ☎ 33-2111（内線 1301）

■対戦カード　※
① 4/3　（水）19:00 ～　サガン鳥栖戦　　　　　② 4/6　（土）15:00 ～　セレッソ大阪戦
③ 4/20（土）19:00 ～　ヴァンフォーレ甲府戦　④ 4/24（水）19:00 ～　名古屋グランパス戦
⑤ 5/6　（月）16:00 ～　湘南ベルマーレ戦　　　⑥ 5/18（土）14:00 ～　名古屋グランパス戦
⑦ 5/25（土）17:00 ～　FC 東京戦　　　　           ⑧ 7/10（水）19:00 ～　清水エスパルス戦
⑨ 7/17（水）19:00 ～　ジュビロ磐田戦　　　　⑩ 8/3　（土）18:30 ～　大宮アルディージャ戦
⑪ 8/17（土）18:30 ～　アルビレックス新潟戦　⑫ 8/24（土）19:00 ～　横浜Ｆ・マリノス戦
⑬ 8/31（土）18:30 ～　柏レイソル戦　　　　　※ ①と④の試合については、ナビスコカップ

■応募方法
ハガキに必要事項を記入し、
3/22（金）必着
※応募資格は鉾田市在住の方
※ 1 人 1 通（1 試合）のみ有効
※観戦にかかる交通費等は当選
　者負担
※当選は、抽選により決定しチ
　ケットの発送を持って発表に
　かえさせていただきます。

各  種  採  用  試  験   の   案  内
◆茨城県警察官採用試験（第１回）
受付締切　郵送・持参　　4/16（火）　インターネット　4/15（月）
試  験  日　1 次　5/12（日）
受験資格　A 区分　S59.4.2 以降に生まれた方で、学校教育法による大学（短期大学を除く）を卒業した人
　　　　　　　　　若しくは、H26.3.31 までに卒業見込みの人又は人事委員会がこれと同等と認める人
　　　　　B 区分　S58.4.2 ～ H7.4.1 までに生まれた人で、警察官Ａの受験資格に該当しない人
　　　　　　　　　（H25.10.1 から勤務可能な人）

◆自衛官募集（幹部候補生・予備自衛官補）
受験種目 一般幹部候補生 予備自衛官補（一般・技能）

応募資格

１　大学程度試験
　H26.4.1 現在、次の各号のいずれかに該当する方
　(1)22 歳以上 26 歳（学校教育法に基づく大学院の修
　　士課程若しくは専門職大学院の課程を修了した方
　　又はこれに相当すると認められる方（H26.3 学位
　　取得見込を含む）にあっては、28 歳）未満の方
　(2)20 歳以上 22 歳未満の方で、学校教育法に基づく
　　大学（短期大学を除く）を卒業した方（H26.3 卒
　　業見込を含む）又は外国における学校を卒業した
　　場合で大学卒業に相当すると認められる方
２　院卒者試験
　H26.4.1 現在、修士課程修了者で、20 歳以上 28 歳未満の方
３　大卒程度試験及び院卒者試験は、併願が可能です。

日本国籍を有する次の方
一般：18 歳以上 34 歳未満の方
技能：18 歳以上で国家免許資
　　　格等を有する方
※自衛官であった方は、自衛
官であった期間が 1 年未満の方

受付期間 4/26（金）まで（締切日必着） 4/3（水）まで（締切日必着）

試験期日 1 次：5/11（土）筆記試験
  　　5/12（日）筆記式操縦適正検査（飛行要員希望者のみ）

4/12（金）、13（土）、14（日）
15（月）のうちいずれか 1 日

試  験  場 1 次：各都道府県毎に実施します。
一般：各都道府県毎に実施します。
技能：各方面隊管内別に全国の
　　　主要都市等で実施します。

試験内容 1 次：筆記試験及び筆記式操縦適正検査（飛行要員希望者のみ） 筆記試験、口述試験
適正検査及び身体検査

◆国税専門官採用試験
申込方法　【原則】インターネット申込み
　　　　　　http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html へアクセスし、説明に従い入力
　　　　　　受付期間　4/1（月）9:00 ～ 4/11（木）[ 受信有効 ]
　　　　　【インターネット申込みできない場合】郵送又は持参
　　　　　　提出先　　希望する第１次試験地に対応する国税局又は国税事務所
　　　　　　受付期間　4/1（月）～ 4/2（火）[4/2 までの通信日付印有効 ]
試  験  日　1 次　6/9（日）
受験資格　１　S58.4.2 ～ H4.4.1 生まれの者
　　　　　２　H4.4.2 以降生まれの者で次に掲げるもの
　　　　　 （1）大学を卒業した者及び H26.3 までに大学を卒業する見込みの者
　　　　　 （2）人事院が (1) に掲げる者と同等の資格があると認める者

◆労働基準監督官採用試験
申込方法　インターネット申込専用アドレス【http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html】
　　　　　受付期間　4/1（月）9:00 ～ 4/11（木）[ 受信有効 ]
　　　　　※インターネット申込みできない場合は、茨城労働局または最寄りの労働基準監督署
　　　　　　などにて受験申込書を入手し、郵送または持参してください。受付は 4/1（月）～ 4/2（火）
試  験  日　1 次　6/9（日）
受験資格　１　S58.4.2 ～ H4.4.1 生まれの者
　　　　　２　H4.4.2 以降生まれの者で次に掲げるもの
　　　　　 （1）大学を卒業した者及び H26.3 までに大学を卒業する見込みの者
　　　　　 （2）人事院が (1) に掲げる者と同等の資格があると認める者

問 鉾田警察署警務係　☎ 34-0110

問 自衛隊茨城地方協力本部百里分駐所　☎ 0299-52-1366

問 関東信越国税局人事第二課試験係　☎ 048-600-3111

問 茨城労働局総務課　☎ 029-224-6211
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農業委員会からのお知らせ
市農業委員会事務局　☎ 33-2111（内線 1251・1252）問

【農業委員会役員改選】
　　１月25日付けで農業委員会会長に川澄信
　治氏、会長代理に二重作茂兵衛氏と永井司
　氏が就任しました。

【農地相談】
　日　時　3/8（金）
　　　　　○大洋総合支所　9:00 ～ 12:00
　　　　　○旭総合支所　　13:00 ～ 16:00
　内　容　農業委員会に関する各種申請書
　　　　　の受付と審査
※３月定例総会　3/25 （月）

高速道路事業等相談窓口
（茨城空港北 IC ～（仮）鉾田 IC 間）

東日本高速道路（株）水戸工事事務所
☎ 029-253-3000（平日 9:00 ～ 17:00）

問

相  談  日　毎月第2火曜日・第3火曜日
　　　　　（3月は、12日と19日です。）
相談時間　10:00 ～ 16:00
場　　所　鉾田市役所敷地内（プレハブ事務所）
内　　容　土地（用地・補償・相続）に関する事
　　　　　及び用地・補償契約に関する相談

特設人権相談所の開設について

市福祉事務所 社会福祉課　☎ 33-2111（内線 1565）問

日　時　3/7 （木）10:00 ～ 
場　所　旭地区学習等供用施設
内　容　差別問題、家庭内の問題、金銭賃借
　　　　借地借家、近隣間の揉め事等の相談
※相談無料・予約不要ですので、気軽にご利
　用願います。

多重債務相談の
　　　窓口を開設しています

一人で悩まず相談してみませんか。
返済のために借金を重ねている、返済してい
るのに元本が減らない。状況をお聞きし債務
整理のアドバイスや法律専門家への引継ぎを
しています。相談無料。
水戸財務事務所 多重債務相談窓口
専用ダイヤル　０２９－２２１－３１９０
平日 ８：３０～１２：００　１３：００～１６：３０

水道水における放射能濃度の
  測定結果について ( １月及び２月測定分）

鉾田水道事務所　☎ 32-4333問

　鉾田市水道部では、水道水における放射能
濃度の測定を毎月実施しています。
　1 月及び 2 月に実施しました測定の結果、
鉾田市の水道水から放射性物質は検出されて
おりません。

単位：Bq（ﾍﾞｸﾚﾙ）/kg（ｷﾛｸﾞﾗﾑ）

●検査機関：株式会社江東微生物研究所
●測定値が検出下限値未満の場合は「検出さ
　れず」となります。
●原子力安全委員会が定めた飲食物摂取制限
　に関する指標値
　・放射性セシウム（Cs-134 及び Cs-137）：10Bq/kg

採取日 取水場所
測定結果

検　出
下限値放射性セシウム

Cs -134 Cs -137

1/7

旭浄水場 検出されず 検出されず

1Bq/kg
西台浄水場 検出されず 検出されず

串挽浄水場 検出されず 検出されず

大洋配水場（県水） 検出されず 検出されず

2/4

旭浄水場 検出されず 検出されず

1Bq/kg
西台浄水場 検出されず 検出されず

串挽浄水場 検出されず 検出されず

大洋配水場（県水） 検出されず 検出されず

本物大市
3月23日土

時間：午前 9時 30 分～午後 4時
会場：鉾田市役所駐車場

※雨天の場合24日（日）

中小企業等
グループ施設

鉾田復幸
グループ

販売を目的として
　　　山菜を採取する皆様へ

  県農林水産部林政課　☎ 029-301-4026問

　平成 24 年 4 月 1 日付けで食品中の放射性
物質の基準値（一般食品は放射性セシウム
100 ﾍﾞｸﾚﾙ /kg）がされておりますが、初期の
ふきのとうをはじめとして、
5 月中旬まで山菜の発生時
期となることから、地元直
売所等の市場へ基準値を超
える山菜が流通することが
ないよう、出荷前の放射性
物質の自主検査の徹底をお
願いします。
※県では、モニタリング検査を実施するなど、
　安全性の確保に努めてまいります。

北関東防衛局からのお知らせ

北関東防衛局 移転措置係　☎ 048-600-1800問

　当局で実施している移転補償事業につい
て、第2種区域に所在する附帯農地（建物等
の移転に伴い、従来の目的に供することが著
しく困難となる土地）の買入れにおいて、平
成24年12月19日から５年間の買入年限（希望
届の受付期限）を設けることになりました。
　詳細については、北関東防衛局ホームペー
ジ http://www.mod.go.jp/rdb/n-kanto/iten/
iten_index.htm にアクセスするか、電話にて
お問い合わせください。

彫型画展県内初の開催！
　　   市立図書館　☎ 33-2020（月曜日休館）問

　彫型画は、三重県の伝統工芸である伊勢型
紙の新分野、彫型技法で制作された彫刻絵画
です。

『木下滋子彫型画作品展』
開催期間　3/5（火）～ 3/31（日）※月曜休館
開催場所　市立図書館  2階  郷土資料室

　2 月 1 日（金）執行結果は下記のとおりです。

公売
区分 物件の所在 見積

価額

最高価
申込額

( 入札価額 )
執行結果

H24-23 湯坪字鎌付 2386 番 270,000 ― 入札者なし

H24-24 柏熊新田字大山裏付 36 番 230,000 230,000 売　却

H24-25 造谷字町田原 265 番 370,000 700,000 売　却

H24-26 箕輪字千葉 3182 番 2 2,890,000 ― 中　止

H24-27 借宿字小川道 2224 番 23 640,000 1,280,000 売　却

H24-28 借宿字小川道 2224 番 63 200,000 453,000 売　却

H24-29 大戸字鉾面 796 番 3 350,000 ― 中　止

H24-30 大戸字塙山 855 番 8 810,000 ― 中　止

H24-31 鹿田字飯田 1497 番 910,000 ― 入札者なし

H24-32

東茨城郡茨城町大字網掛
　　　字鹿田道 1313 番 17
　　　字鹿田道 1313 番 43
　　　字鹿田道 1313 番 55
　　　字鹿田道 1313 番 56

3,200,000 ― 中　止

H24-33 中居字一本松 1528 番 280,000 ― 中　止

H24-34 半原字小沼 522 番 8 1,430,000 ― 入札者なし

H24-35 中居字風早上 1107 番 120,000 ― 中　止

H24-36 中居字八幡平 1121 番 180,000 ― 中　止

H24-37 中居字井ノ上谷 1790 番 330,000 ― 中　止

H24-38 鹿田字三角 748 番 41 490,000 ― 中　止

H24-39 造谷字坊地 1371 番 17 710,000 ― 中　止

H24-40 造谷字坊地 1371 番 20 540,000 ― 中　止

H24-41 造谷字尾畑 1242 番 1 1,860,000 ― 中　止

H24-42 白塚字広山 558 番 1 1,200,000 2,222,333 売却決定取消

※中止は執行前に滞納税が完納となったものです。

市税滞納による
　　　　不動産公売執行結果

市役所収納課　☎ 33-2111（内線 1173 ～ 1175）問

水稲栽培の
　放射性セシウム吸収抑制対策

  県鹿行農林事務所経営・普及部門　☎ 33-6197問

　平成 25 年 1 月に福島県と農林水産省より
「放射性セシウム濃度の高い米が発生する要

因とその対策について」が出されましたので、
その一部を情報として提供します。

カリの施用時期は
　○稲による放射性セシウムの吸収は生育前
　　半に多いため、基肥として塩化カリを施
　　用すると効果が高まります。
カリの施用量は
　○施用すべきカリ施用量は表を参考にして
　　ください。鉾田市内の水田土壌を調査し
　　た結果、約 84％は、カリ含量が 25mg/100g
　　未満でした（鉾田普及センター調べ）

　※作土層 15cm を改良する量です。
土壌分析が必要な方は
　○土壌中の交換性カリ含量の分析を希望す
　　る方は、鉾田市農業振興センター（☎
　　34-4377）にご相談ください。
その他の対策は
　○「中干し」や「間断灌水」を実施しましょう。
　○倒伏させない稲作りをしましょう。
　○稲わらは、刈り取り後早い時期にすき込
　　みましょう。

交換性カリ
土壌分析値

（mg/100g）

25mg/100g
からの不足分
（mg/100g）

左に相当する不足の
塩化カリ施用量（※）

（kg/10a）
5

10
15
20

20
15
10
5

50
38
25
13

●土壌中のカリウムは、セシウムと化学的に
　似た性質をしています。作物が吸収する際
　に競合してセシウム吸収を抑える働きがあ
　ります。24 年産では土壌中の交換性カリ
　含量 25mg/100g を目標としてカリを施用
　したところ、玄米中の放射性セシウム濃度
　が大幅に低減しました。
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健康カレンダー （3/３～4/３まで掲載）

市立図書館休館日 3 月
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 1 2
3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

休館日

つくば（9:00～21:00） ☎029-852-9999
大　阪（24時間対応）　　 ☎072-727-2499
日本中毒情報センター http://www.j-poison-ic.or.jp/

中毒110番

毎日（20:00～23:00） ☎0299-82-3817
鹿嶋市宮中1998-2  鹿島保健センター内

夜間小児救急診療所

毎日（18:30～23:30）
日曜日・祝日・年末年始（9:00～17:00）
☎029-254-9900（短縮ダイヤル＃8000）

茨城子ども救急電話相談

電話案内（24時間対応）         ☎029-241-4199
インターネット　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/
携 帯 サ イ ト　http://www.qq.pref.ibaraki.jp/kt/

茨城県救急医療情報システム

鉾田警察署 ☎34-0110
鉾田消防署 ☎34-0119
旭 出 張 所 ☎34-4119
大洋出張所 ☎34-5119
火災情報テレホンサービス ☎32-2119

一般の問合せ

医 療 機 関 案 内

警察・通報　110
火災・救急　119

火 災 ・ 緊 急

　　防災無線を聞き逃した時は
防災無線テレホンサービス ☎34-8770
 ☎34-8771

納税カレンダー
国民健康保険税 9期 納期限

4/1（月）

精神保健事業
事業名 場所（時間） 3月

デイケア 鉾　田
（9:30～11:30） 8・15・22（金）

フリークラブ 大　洋
（9:30～15:00）

4・11・18・25（月）
（事前申込制）

市役所総務課秘書室
☎33-2111（内線1211）

問

とき　3/13（水）　17：00～19：00
　　　鉾田中央公民館

行政相談  （定例）

電話番号 3月
北浦整形外科 33-2136 3・31
ハ タ ミ 病 院 33-3158 10・24
鉾 田 病 院 32-3313 17
高 須 病 院 33-2131 20

鉾田市メール配信サービス
□インターネット（HP へアクセスして登録）

 https://service.sugumail.com/hokota/member/
 □携帯電話（次のアドレスへ空メールを送信し、登録確認 

 メールが届いてから画面の指示に従って登録してください。）  

                                       t-hokota@sg-m.jp

鉾田保健センター 
旭 保 健 センター 
大洋保健センター 

問 ☎33-3691
☎37-1411
☎39-4866

ひばりくん防犯メール
 □携帯電話（次のアドレスへ空メールを送信し、登録確認 

 メールが届いてから画面の指示に従って登録してください。）  

add@mail1.police.pref.ibaraki.jp　　　　　

市の木　サクラ 市の鳥　ウグイス市の花　ヒマワリ

休日診療 （3/３～4/３まで掲載）

心配ごと相談（事前予約制）

鉾田市社会福祉協議会
　　　　鉾田本所　
　　　　旭  支  所　
　　　　大洋支所　

問
☎32-5831
☎37-3571
☎34-5200

とき　3/28（木）大洋公民館
　　　4/25（木）鉾田中央公民館
※弁護士による無料法律相談
※時間は10：45～15：00
※定員13名になり次第締切

3/15（金） 9:30 ～ 12:15
13:30 ～ 16:00 鉾田市役所

■献血にご協力ください。
市役所健康増進課　☎33-2111（内線1533）問

農業用使用済プラスチックなどの収集
市役所産業経済課　☎33-2111（内線1166）問

旭 鉾田
粗悪品

不用農薬 3/12（火） 3/13（水）

搬入時間　　9:00 ～ 12:00 まで

事業名 場所（項目） 3月

育児相談
旭 12（火）

鉾　田 14（木）
大　洋 5（火）

乳児健診 鉾　田 14（木）
（H24.11生）

幼児健康診査 鉾田

1歳半健診 13（水）
（H23.8 生）

2  歳  児
歯科検診

1（金）
（H22.8 生）

3歳児健診 19（火）
（H21.9 生）

マザークラス 旭 7・21（木）

赤ちゃん教室 旭 7・21（木）
（H24.10・11生）

機能回復
訓練

（リハビリ）

旭 6・13・27（水）

鉾　田 7・14・28（木）

大　洋 8・15（金）

市役所総務課秘書室
☎33－2111（内線1211）

問

市民と市長の朝市トーク

とき　3/4（月）鉾田市役所
　　　4/8（月）大洋総合支所
※時間は8：15～9：15

　２月４日に行われた朝市トークでは、消火栓の設置や
文化複合施設のことなどが話題となりました。

公民館「平成 25 年度受講生募集」
　　　　　　　　　についてお知らせ

 問  　鉾田中央公民館　☎ 33-2030（月曜日休館）

　公民館の定期講座・教室の募集について例年４月に
行っていましたが、25 年度は日程の都合上、３月か
らの募集になりますのでお知らせいたします。
　講座・教室の内容等詳細については、3 月 19 日以
降に市立公民館（鉾田・大洋・旭公民館）の窓口でご
確認ください。（新聞折込も 19 日）
　募集期間

　　3/23（土）9:00　～　4/10（水）17:00
　　※定員になり次第締め切らせていただきます。

鉾田市シルバー人材センター
　　　　　　  　　　入会の案内

 問  　鉾田市シルバー人材センター　☎ 32-4448

　あなたの知識や経験を
　　　　　　　地域に活かしてみませんか

【入会資格】
　○鉾田市に居住する 60 歳以上の方で、健
　　康で働く意欲のある方
　○シルバー人材センターの趣旨に賛同した方
　○入会説明を受け、入会申込書を提出した方
　　（理事会の承認後正会員）
　○定められた会費を納入していただける方

【平成 25 年度入会説明会】
　日　程　4/10（水）、5/10（金）、6/7（金）
　　　　　7/10（水）、8/8 （木）、9/9（月）
　　　　　10/9（水）、11/8（金）、12/9（月）
　　　　　1/9（木）、2/7（金）、3/7（金）
　時　間　13:30 ～
　場　所　ワークプラザ鉾田（鉾田市当間 1989）
　※入会説明会は事前に窓口又は電話でお申
　　込みください。都合により日程の変更が
　　生じる場合もあるため再度電話にてご確
　　認ください。

『婚活 de まちづくり』
　　　　　　　　　参加者募集

  問   鉾田市まちづくり推進会議   仲間づくり部会
　　 ☎ 090-2654-4445（渡辺）　090-4842-0286（井川）
　　  FAX 33-5197

申込締切　3/17（日）
素敵な出会い、赤い糸を見つけませんか♪

日　　時　3/24（日）
　　　　　10:30 ～ 16:30
　　　　　受付 10:00 ～
場　　所　ホテルさわや
内　　容　いちご狩り
　　　　　立食パーティー
　　　　　ゲーム
　　　　　※豪華景品を用意
参加資格　20 歳以上の独身の方
　　　　　男女各 25 名
参  加  費　男性 5,000 円
　　　　　女性 2,000 円
応募方法　電話又は FAX にて
　　　　　「住所・氏名・性別・
　　　　　年齢・電話番号・職
　　　　　業」をご連絡ください。

さんて旬菜館がリニューアルします
 問  　さんて旬菜館　☎ 34-5500（営業時間 9:00 ～ 18:00）

　さんて旬菜館の店舗拡張にあわせリニューアルオー
プンセールが開催されます。

日　時　3/23（土）・24（日）　2 日間
内　容　地元鉾田市産農産物の特売、汁物や紅白餅の
　　　　無料配布など（配布時間 9:00 ～ 15:00）

鉾田地区防犯協会ホームページ
 □ http://www111.ocn.ne.jp/~hokobou


